
いじめにあったり、あなたの周りにいじめを見かけたりしたら、
一人で悩まず相談してください。

いじめ相談電話24（県教育庁義務教育課）017－734－9188　24時間、土・日、祝日、年末年始も対応
生徒指導相談電話（県教育庁義務教育課）017－722－7434　８：30～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く）
あたたかテレホン（県教育庁義務教育課）017－777－5222　８：30～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く）
一 般 教 育 相 談（県総合学校教育センター）017－728－5575　８：30～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く）
ふれあいテレホン（県総合社会教育センター）017－739－0101　10：00～16：00（祝日、年末年始を除く）
ヤングテレホン（県　警　察　本　部）0120－58－7867　８：30～17：00（土・日、祝日、年末年始を除く）

しない ! させない ! ゆるさない !
－いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けて－
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児童生徒、保護者、地域の皆さんへ

青森県教育委員会

児童生徒の皆さんへ

「いじめ」





　いじめは絶対に許されないという決意をもち、その思いを子どもたちに伝えるととも
に、日常の観察や面談などを通して、児童生徒の悩みや不満等の実態把握に努めてくだ
さい。
　また、いじめの相談があった時は、教職員一丸となり、子どもたちや保護者の方々と
一緒に考え、解決し、子どもたちにいじめの卑劣さや、解決方法を理解させてください。

こんなサインを見逃さず、早期対応を！

いじめを発見したら

●いじめられている子どもの話を十分に聴き、本人の意志を確認しながら、今後の対応を
一緒に考えましょう。
●いじめている子どもには、毅然とした態度で、自分の行為が相手にどんな思いをさせて
いるのか気付かせましょう。
●保護者等との連携を図りながら、対応後の子どもたちの行動がどう変わったのか注意し
て見守りましょう。

先生方へ

いつもおどおどしている。
学習意欲をなくし、集中力がない。

理由のはっきりしない
打撲や傷跡がある。

用事もないのに
職員室や近くの
廊下をうろつく。

口数が少なくなる。

理由のはっきりしない衣服
の汚れや破れなどが見られ
るようになる。

登校をしぶるようになる。

先生を避けようとする。

教室に入りたがらない。

欠席、遅刻、早退が増える。

休み時間に、一人でいる
ことが多くなる。



ネットいじめについて
　近年、“ネットいじめ ”が子どもたちの間にみられています。子どもたちはマナーやルー
ルを守って利用すること、また家庭や学校では、子どもたちが携帯電話やインターネット
を介して行っていることに関心をもち、注意を向けることが大切です。

携帯電話やインターネットの掲示板を利用したいじめ

掲示板
プロフィールサイト
ブログ
学校裏サイト　など

誹
ひ

謗
ぼう

中傷・悪口・嫌がらせ 　多くの人の目に
さらされ、大きな
精神的苦痛・負担

悪質な書き込み

悪質な書き込みは罪に問われることも！

名誉毀
き

損
そん

罪、侮
ぶじょく

辱罪、脅
きょうはく

迫罪、迷惑行為防止条例違反など
【実例】１　男子高校生が、掲示板に同じクラスの女子生徒に関する卑わいな書き込みをしたり、
　　　　　　中傷する言葉を書き込んで、逮捕された。（名誉毀損罪）
　　　　２　男子中学生が、同じ女子中学生の携帯電話に、「死ね」などの脅しや
　　　　　　中傷するメールを送りつけた。（脅迫罪）
　　　　≪匿名のメールや書き込みであっても、個人は特定されます≫

ネットいじめが発覚したら…

“ 反論等の書き込みをしないで！ ”
　不用意な応答は、事態を悪化さ
せます。
“一人で悩まないで！ ”
　保護者や学校の先生に相談しま
しょう。

・書き込み内容の確認や保存を
して、学校や警察に相談しま
しょう。
・早めの対応が被害の拡大を防
ぎます。

１　状況を把握する。
　　→記録・保存をする。

２　被害児童生徒・保護者の
意向を踏まえ、警察等の関係機関に
相談し、連携を図る。

　　→書き込みの削除依頼など事態の拡大を防
ぐ手立てを講じる。

◆常に児童生徒の状態に留意する。
◆法的・技術的な知識が求められる場合は、専門
家に相談する。

☆プロバイダに削除依頼することができる。

この印刷物は166,300部作成し、印刷経費は１部あたり３円です。

児童生徒の皆さんは・・・

学校では・・・

家庭では・・・

書き込みの削除依頼について
サイト・掲示板の管理者を確認する
☆削除用アドレスや入力フォームが掲載されている。

管理者に削除を依頼する
☆削除してほしい具体的な内容をメールで送る。

管理者が削除依頼に応じない場合

トラブルが発生した場合は、学校や警察に相談を！


